
○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
十
七
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
霊
き
ゅ
う
運

送
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
八
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

標
準
霊
き
ゅ
う
運
送
約
款

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

運
送
業
務

第
一
節

通
則
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
二
節

引
受
け
（
第
五
条
―
第
十
条
）

第
三
節

搬
出
又
は
搬
入
（
第
十
一
条
）

第
四
節

受
取
及
び
引
渡
し
（
第
十
二
条
）

第
五
節

指
図
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
六
節

事
故
（
第
十
五
条
）

第
七
節

運
賃
及
び
料
金
（
第
十
六
条
―
第
二
十
一
条
）



第
八
節

責
任
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
条
）

第
九
節

連
絡
運
輸
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
六
条
）

第
三
章

附
帯
業
務
（
第
三
十
七
条
）

第
一
章

総
則

（
事
業
の
目
的
）

第
一
条

当
店
は
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
霊
き
ゅ
う
自
動
車
を
使
用
し
て
遺
体
を
運
送
す
る
事
業
（
こ
れ
に

附
帯
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
ま
す
。

（
適
用
範
囲
）

第
二
条

当
店
の
経
営
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
関
す
る
運
送
契
約
は
こ
の
運
送
約
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
の
運
送
約
款
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
法
令
又
は
慣
習
に
よ
り
ま
す
。

２

当
店
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
令
に
反
し
な
い
範
囲
で
、
特
約
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

第
二
章

運
送
業
務

第
一
節

通
則

（
受
付
日
時
）



第
三
条

当
店
は
、
受
付
日
時
を
定
め
、
こ
れ
を
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
ま
す
。

２

前
項
の
受
付
日
時
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し

ま
す
。

（
運
送
の
順
序
）

第
四
条

当
店
は
、
運
送
の
依
頼
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
、
遺
体
の
運
送
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
遺
体
の
状
況
又
は

行
政
機
関
の
命
令
そ
の
他
正
当
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２

当
店
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
遺
体
の
運
送
を
引
き
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
日
時
を
指
定
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

第
二
節

引
受
け

（
遺
体
の
性
質
の
確
認
）

第
五
条

当
店
は
、
遺
体
の
運
送
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
遺
体
の
性
質
を
明
告
す
る
こ
と
を
依
頼
人
に
求

め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
引
受
拒
絶
）

第
六
条

当
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遺
体
の
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一

当
該
運
送
の
依
頼
が
、
こ
の
運
送
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

依
頼
人
が
、
前
条
の
明
告
を
せ
ず
、
又
は
第
八
条
第
二
項
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
と
き
。



三

当
該
運
送
に
適
す
る
設
備
等
が
な
い
と
き
。

四

当
該
運
送
に
関
し
、
依
頼
人
か
ら
特
別
の
負
担
を
求
め
ら
れ
た
と
き
。

五

当
該
運
送
が
、
法
令
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

六

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
。

（
運
送
に
関
す
る
明
告
）

第
七
条

依
頼
人
は
、
当
店
に
次
の
事
項
を
明
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一

出
発
地
及
び
到
着
地
（
団
地
、
ア
パ
ー
ト
そ
の
他
高
層
建
築
物
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称
及
び
電
話
番
号
を
含

、

む
。
）

二

運
賃
、
料
金
、
立
替
金
そ
の
他
の
費
用
（
以
下
「
運
賃
、
料
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
い
に
関
す
る
事
項

三

依
頼
人
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
住
所
及
び
電
話
番
号

四

そ
の
他
遺
体
の
運
送
に
関
し
必
要
な
事
項

（
収
納

柩

等
）

ひ
つ
ぎ

第
八
条

依
頼
人
は
、
遺
体
の
性
質
及
び
運
送
距
離
等
に
応
じ
て
、
遺
体
を
適
切
に
運
送
で
き
る
よ
う
に
柩
等
に
収
納

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

２

当
店
は
、
そ
の
遺
体
を
収
納
す
る
柩
そ
の
他
の
設
備
の
構
造
が
運
送
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
依

頼
人
に
対
し
て
、
そ
の
改
造
等
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



（
付
添
人
）

第
九
条

当
店
は
、
依
頼
を
受
け
た
遺
体
の
運
送
に
つ
い
て
、
付
添
人
の
同
乗
を
要
求
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
連
絡
運
輸
又
は
利
用
運
送
）

第
十
条

当
店
は
、
依
頼
人
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
引
き
受
け
た
遺
体
を
航
空
機
、
鉄
道
、
船
舶
そ
の
他
の
運
送

機
関
と
連
絡
し
て
、
又
は
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
の
行
う
運
送
若
し
く
は
航
空
機
、
鉄
道

、
船
舶
そ
の
他
の
運
送
機
関
を
利
用
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
三
節

搬
出
又
は
搬
入

（
搬
出
又
は
搬
入
）

第
十
一
条

遺
体
の
搬
出
又
は
搬
入
は
、
当
店
の
責
任
に
お
い
て
こ
れ
を
行
い
ま
す
。

第
四
節

受
取
及
び
引
渡
し

（
受
取
及
び
引
渡
し
の
場
所
）

第
十
二
条

当
店
は
、
明
告
さ
れ
た
出
発
地
に
お
い
て
依
頼
人
又
は
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
依
頼
人
等
」
と
い
う

。
）
か
ら
遺
体
を
受
け
取
る
と
と
も
に
、
明
告
さ
れ
た
到
着
地
に
お
い
て
当
該
依
頼
人
等
に
遺
体
を
引
き
渡
し
ま
す

。

第
五
節

指
図

（
指
図
）



第
十
三
条

依
頼
人
は
、
当
店
に
対
し
て
、
遺
体
の
運
送
の
中
止
そ
の
他
の
運
送
内
容
の
変
更
に
つ
き
指
図
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

２

前
項
に
規
定
す
る
依
頼
人
の
権
利
は
、
遺
体
が
到
着
地
に
到
着
し
た
後
に
依
頼
人
が
そ
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
と

き
は
、
消
滅
し
ま
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
指
図
に
従
っ
て
行
う
運
送
内
容
の
変
更
に
伴
い
生
じ
た
費
用
は
、
依
頼
人
の
負
担
と
し
ま
す

。（
指
図
に
応
じ
な
い
場
合
）

第
十
四
条

当
店
は
、
運
送
上
の
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
図
に
応
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２

当
店
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
依
頼
人
に
通
知
し
ま
す
。

第
六
節

事
故

（
事
故
の
際
の
措
置
）

第
十
五
条

当
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
依
頼
人
に
対
し
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ

の
対
応
に
つ
き
指
図
を
求
め
ま
す
。

一

遺
体
の
著
し
い
滅
失
、
損
傷
そ
の
他
の
損
害
を
発
見
し
た
と
き
。

二

当
初
の
運
送
経
路
又
は
運
送
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。



三

相
当
の
期
間
、
当
該
運
送
を
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
。

２

当
店
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
依
頼
人
の
指
図
を
待
つ
い
と
ま
の
な
い
と
き
又
は
当
店
の
定
め

た
相
当
の
期
間
内
に
前
項
の
指
図
が
な
い
と
き
は
、
依
頼
人
の
利
益
の
た
め
に
、
当
店
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
当
該
遺

体
の
運
送
の
中
止
又
は
運
送
経
路
若
し
く
は
運
送
方
法
の
変
更
そ
の
他
の
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３

当
店
は
、
前
項
の
対
応
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
依
頼
人
に
通
知
し
ま
す
。

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
店
は
、
運
送
上
の
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
依
頼
人
の
指
図
に

応
じ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

５

当
店
は
、
前
項
の
指
図
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
依
頼
人
に
通
知
し
ま
す
。

第
七
節

運
賃
及
び
料
金

（
運
賃
及
び
料
金
）

第
十
六
条

当
店
は
、
引
き
受
け
た
運
送
に
対
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
べ
き
運
賃
及
び
料
金
を
収
受
し

ま
す
。

２

運
賃
及
び
料
金
は
、
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
営
業
所
の
店
頭
に
掲
示
し
ま
す
。

３

当
店
は
、
収
受
し
た
運
賃
及
び
料
金
の
割
戻
し
は
し
ま
せ
ん
。

（
運
賃
又
は
料
金
の
提
示
）

第
十
七
条

当
店
は
、
遺
体
の
運
送
を
引
き
受
け
る
前
に
、
遺
体
の
運
送
及
び
そ
れ
に
必
要
な
柩
の
調
達
、
遺
体
の
柩



へ
の
収
納
、
保
管
そ
の
他
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
附
帯
業
務
」
と
い
う
。
）
に
要

す
る
運
賃
又
は
料
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
項
目
ご
と
に
試
算
を
行
い
、
依
頼
人
に
提
示
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
依
頼
人
が
試
算
の
結
果
の
書
面
に
よ
る
提
示
を
求
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
ま
す
。

（
運
賃
、
料
金
等
の
収
受
方
法
）

第
十
八
条

当
店
は
、
遺
体
を
受
け
取
る
時
ま
で
に
、
依
頼
人
か
ら
運
賃
、
料
金
等
を
収
受
し
ま
す
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
賃
、
料
金
等
の
額
が
確
定
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
概
算
額
の
前
渡
し
を
受
け
、
運
賃

、
料
金
等
の
確
定
後
に
依
頼
人
に
対
し
て
、
そ
の
過
不
足
を
払
い
戻
し
、
又
は
追
徴
し
ま
す
。

３

当
店
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遺
体
を
引
き
渡
す
時
ま
で
に
、
運
賃
、
料
金
等
を
依
頼
人
か
ら
収
受

す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
運
賃
請
求
権
）

第
十
九
条

当
店
は
、
遺
体
の
全
部
又
は
一
部
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
又
は
当
店
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事

由
に
よ
り
滅
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
運
賃
、
料
金
等
を
請
求
し
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
店
は
、
既
に
運

賃
、
料
金
等
の
全
部
又
は
一
部
を
収
受
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
払
い
戻
し
ま
す
。

２

当
店
は
、
遺
体
の
全
部
又
は
一
部
が
そ
の
性
質
又
は
依
頼
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
滅
失
し
た
と
き

は
、
運
賃
、
料
金
等
の
全
額
を
収
受
し
ま
す
。

（
事
故
等
と
運
賃
、
料
金
）



第
二
十
条

当
店
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
対
応
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
対
応
に
応
じ
て
、
又
は

既
に
行
っ
た
運
送
の
割
合
に
応
じ
て
、
運
賃
、
料
金
等
を
収
受
し
ま
す
。
た
だ
し
、
既
に
そ
の
運
送
に
つ
い
て
運
賃

、
料
金
等
の
全
部
又
は
一
部
を
収
受
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
運
賃
、
料
金
等
の
不
足
が
あ
る
と
き
は
依

頼
人
に
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
、
当
該
運
賃
、
料
金
等
の
余
剰
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
依
頼
人
に
払
い
戻
し
ま
す
。

（
中
止
手
数
料
）

第
二
十
一
条

当
店
は
、
依
頼
人
か
ら
の
運
送
の
中
止
の
指
図
に
応
じ
た
場
合
に
は
、
依
頼
人
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
と
き
を
除
い
て
、
中
止
手
数
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
依
頼
人
が
、

遺
体
の
搬
入
の
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
に
運
送
の
中
止
の
指
図
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

２

前
項
の
中
止
手
数
料
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
提
示
し
た
運
賃
及
び
料
金
の
項
目
の
う
ち
、
基
本
額
及
び
乗

車
定
員
加
算
額
並
び
に
特
殊
仕
様
車
料
金
の
合
算
額
の
五
割
と
し
ま
す
。

第
八
節

責
任

（
責
任
の
始
期
）

第
二
十
二
条

当
店
の
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
遺
体
を
依
頼
人
か
ら
受
け
取
っ

た
と
き
に
始
ま
り
ま
す
。

（
責
任
と
挙
証
）



第
二
十
三
条

当
店
は
、
自
己
又
は
使
用
人
そ
の
他
運
送
の
た
め
に
使
用
し
た
者
が
遺
体
の
受
取
、
引
渡
し
、
保
管
及

び
運
送
に
関
し
て
注
意
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
つ

い
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

（
運
送
に
関
す
る
明
告
の
不
完
全
等
の
責
任
）

第
二
十
四
条

当
店
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
依
頼
人
の
明
告
が
不
実
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は

、
そ
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
店
が
損
害
を
被
っ
た
と
き
は
、
依
頼
人
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

（
免
責
）

第
二
十
五
条

当
店
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
そ
の
他
の
損
害
に

つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

一

当
該
遺
体
の
性
質
そ
の
他
こ
れ
に
起
因
す
る
事
由

二

ス
ト
ラ
イ
キ
若
し
く
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
社
会
的
騒
擾
そ
の
他
の
事
変

三

予
見
で
き
な
い
異
常
な
交
通
の
障
害

四

不
可
抗
力
に
よ
る
火
災

五

地
震
、
津
波
、
洪
水
、
暴
風
雨
、
地
す
べ
り
、
山
崩
れ
そ
の
他
の
天
災



六

法
令
若
し
く
は
公
権
力
の
発
動
に
よ
る
運
送
の
差
止
め
、
開
封
、
没
収
、
差
押
え
又
は
第
三
者
へ
の
引
渡
し

七

依
頼
人
の
故
意
又
は
過
失

（
責
任
の
特
別
消
滅
事
由
）

第
二
十
六
条

遺
体
の
一
部
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
つ
い
て
の
当
店
の
責
任
は
、
依
頼
人
が
こ
れ
ら
に
つ
い

て
留
保
し
な
い
で
遺
体
を
受
け
取
っ
た
と
き
は
、
消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
当
店
が
そ
の
損
害
を
知
り
つ
つ
遺
体
を
引
き
渡
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
損
害
賠
償
の
額
）

第
二
十
七
条

遺
体
に
全
部
若
し
く
は
一
部
滅
失
又
は
損
傷
が
あ
っ
た
場
合
の
損
害
賠
償
の
額
に
つ
い
て
は
、
公
平
な

第
三
者
の
鑑
定
又
は
評
価
に
よ
り
そ
の
額
を
決
定
し
ま
す
。

２

遺
体
の
運
送
が
遅
延
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
の
額
は
、
運
賃
、
料
金
等
の
総
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

第
二
十
八
条

当
店
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
店
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
遺
体
の
滅
失
、
損

傷
又
は
運
送
の
遅
延
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
損
害
を
賠
償
し
ま
す
。

（
時
効
）

第
二
十
九
条

当
店
の
責
任
は
、
依
頼
人
が
遺
体
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て

消
滅
し
ま
す
。

２

前
項
の
期
間
は
、
遺
体
の
全
部
滅
失
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
遺
体
の
引
渡
し
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
日
か
ら



こ
れ
を
起
算
し
ま
す
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
当
店
が
そ
の
損
害
を
知
り
つ
つ
依
頼
人
等
に
告
げ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
利
用
運
送
の
際
の
責
任
）

第
三
十
条

当
店
が
、
他
の
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
の
行
う
運
送
又
は
航
空
機
、
鉄
道
、
船
舶
そ

の
他
の
運
送
機
関
を
利
用
し
て
運
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
運
送
上
の
責
任
は
、
こ
の
運
送
約
款
に
よ
り
当
店

が
負
い
ま
す
。

第
九
節

連
絡
運
輸

（
運
賃
、
料
金
等
の
収
受
）

第
三
十
一
条

当
店
は
、
連
絡
運
輸
に
か
か
わ
る
遺
体
の
運
送
を
引
き
受
け
、
か
つ
、
最
初
の
運
送
を
行
う
場
合
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
連
絡
運
輸
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
遺
体
を
受
け
取
る
時
ま
で
に
、
全
運
送
に
つ
い
て

の
運
賃
、
料
金
等
を
収
受
し
ま
す
。

２

当
店
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
運
送
に
つ
い
て
運
賃
、
料
金
等
を
、
最
後
の
運
送
を
行
っ
た
運
送
事

業
者
が
遺
体
を
引
き
渡
す
時
ま
で
に
、
依
頼
人
か
ら
収
受
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
賃
、
料
金
等
の
額
が
確
定
し
な
い
と
き
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
し

ま
す
。

（
中
間
運
送
人
の
権
利
）



第
三
十
二
条

連
絡
運
輸
の
場
合
に
は
、
当
店
よ
り
後
に
運
送
を
行
う
運
送
事
業
者
は
、
当
店
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
利

を
行
使
し
ま
す
。

（
責
任
の
原
則
）

第
三
十
三
条

連
絡
運
輸
の
場
合
に
は
、
当
店
は
、
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
つ
い
て
、
他
の
運
送
事

業
者
と
連
帯
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
。

（
運
送
約
款
等
の
適
用
）

第
三
十
四
条

連
絡
運
輸
の
場
合
に
は
、
他
の
運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
者
の
運
送
約
款
又

は
運
送
に
関
す
る
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
よ
る

損
害
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
そ
の
損
害
を
与
え
た
運
送
事
業
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
の
損
害
賠
償
の

請
求
に
つ
い
て
は
、
こ
の
運
送
約
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

（
損
害
賠
償
事
務
の
処
理
）

第
三
十
五
条

連
絡
運
輸
の
場
合
に
は
、
遺
体
の
滅
失
、
損
傷
又
は
運
送
の
遅
延
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
は
、
そ
の
請

求
を
受
け
た
運
送
事
業
者
が
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
損
害
賠
償
の
額
を
支
払
い
ま
す
。

（
損
害
賠
償
請
求
権
の
留
保
）

第
三
十
六
条

連
絡
運
輸
の
場
合
に
お
け
る
第
二
十
六
条
第
一
項
の
留
保
は
、
そ
の
運
送
を
行
っ
た
運
送
事
業
者
の
い

ず
れ
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。



第
三
章

附
帯
業
務

（
附
帯
業
務
）

第
三
十
七
条

当
店
は
、
附
帯
業
務
を
引
き
受
け
た
場
合
に
は
、
実
際
に
要
し
た
費
用
を
そ
の
都
度
依
頼
人
に
説
明
し

た
上
で
収
受
し
ま
す
。

２

附
帯
業
務
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
性
質
の
許
す
限
り
、
第
二
章
の
規
定
を
準
用
し
ま

す
。


